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午後１時６分開会 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ただいまより、健康福祉委員会を開会いたします。 

 会議に先立ちまして、市長より挨拶をお願いいたします。 

 市長。 

○市長（小浮正典君） 皆様、お疲れさまです。 

 健康福祉委員会に付託されました案件は１つの議案でございます。慎重なる審査をいた

だきますようどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上、終わります。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ありがとうございました。 

 これより会議を開きます。 

 お諮りいたします。市長は自席待機といたしたいが、御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 御異議なしと認めます。よって、市長は退席をお

願いいたします。 

 なお、市長におかれましては、答弁を求める機会がある場合には出席をいただきますの

で、御承知おき、お願いします。 

（市長退席をなす） 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 本日の傍聴については、申合せに従い15名以内と

し、委員長において一般傍聴者の入室を許可いたします。 

 本日の議事につきましては、本委員会に付託されました案件につきまして、お手元に配

付いたしました議題に従い会議を進めます。 

 なお、当局におかれましては、反問権を行使される場合は、意思表示を明確にされ、論

点を整理して反問されますようお願いいたします。また、反問を終了するときも、意思表

示を明確にされるようお願いいたします。 

 それでは、議案第94号 令和７年度豊明市一般会計補正予算（第７号）についてのうち、

本委員会所管分についてを議題といたします。 

 本案件について理事者の説明を求めます。 

 松村子育て支援課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） それでは、議案第94号 令和７年度豊明市一般会計補

正予算（第７号）、子育て支援課所管分について御説明いたします。 

 初めに歳出から説明いたしますので、補正予算書の５ページを御覧ください。 

 下段の３款２項１目３ 児童福祉事務事業２億986万2,000円は、国の総合経済対策によ
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る物価高対応子育て応援手当として、高校生年代までのお子様１人当たり２万円を給付す

るのに必要な予算を計上するものです。 

 続きまして、歳入を御説明いたします。 

 ４ページを御覧ください。 

 上段の14款２項２目３ 児童福祉費補助金は、歳出にて計上しております物価高対応子

育て応援手当の給付に必要な費用について、全額国庫補助となっているものです。 

 続いて３ページを御覧ください。 

 第２表 繰越明許費補正、繰越明許費2,016万円は、歳出で計上している物価高対応子育

て応援手当の支払いが一部来年度となるため設定するものです。 

 以上で説明を終わります。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手をお願いします。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 本会議の答弁と重なるかもしれないんですけども、プッシュ型では

ない方、申請が必要な方というのは大体１割ぐらいで1,000人ほどいるということで聞い

ているんですけども、その方に対してどのように周知をしていくのか確認をさせてくださ

い。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） その方々にはこちらから案内を送付させていただきま

す。あと、また、この後ホームページに掲載したりですとか、広報も予定しておりますし、

子育てアプリへの掲載なども予定しております。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今の点で、それは、その１割の方の中身を確認すると、公務員の方

と、あと、10月１日以降から３月末までの生まれた方というふうに聞いているんですけど、

いろんな通知をしたりだとか、そういうことをされるんですけど、まず公務員の方も、同

じように、一般の方と同じように通知を送って、それで申請をもらうという形なのかとい

うことと、あと、10月以降の方もやっぱり漏れなくちゃんと支給しないといけないと思う

んですけども、例えば返信がないとか連絡がないとかいう場合は、また再度通知したりと

か、連絡したりとか、そういったことも考えていますか。 
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○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） 公務員につきましても、現時点ではこちらからの案内

送付を考えており、今回、補正予算に上げさせていただいております。ただ、国からの通

知で、各所属庁への協力依頼ということで、所属の公務員については、受給しているよと

いう証明と併せて申請書を所属からお渡しして、申請するようにというような勧奨もお願

いしますということが出ているものですから、住所地のある市町村から必ずしも案内を送

付しなければならないのかというところは、今、明確な回答がない状態ですので、現時点

では案内を送る予定をさせていただいております。 

 それから、10月１日以降に御出生されたお子さんにつきまして、申請がなかなかない場

合、その方々につきましては、速やかに申請いただくような、また御案内とかは検討して

まいる予定です。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかにございませんか。 

 副委員長。 

○中堀りゅういち委員 先ほどの１割の方ですよね、公務員と、あと、後から、お子さん

が生まれた方と、今後３月までに生まれる方と、この方たちなんですけど、今回、まず９

割の方、一般の方で、大勢終わった後であれば、早急に前倒しで本年度でもやるというよ

うな予定はないんですか。必ず、もし早めに終わっても来年度で対応するという形でよろ

しかったですか。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） ９割の、いわゆるプッシュ型の対象者のことかと思わ

れますけれども、この方々につきましては、今のところの予定では、来年１月の上旬には

御案内をお送りして、こちらがもう支給をさせていただきますという御案内になります。

特に申請は必要ございませんので、辞退される方については、ちょっと期限を設けて、い

ついつまでに辞退の届出をしてくださいということで御案内します。それがなければ、も

う２月中にはこちらから、児童手当の口座が分かっていますので、そちらに振込をさせて

いただく予定としております。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 案内を通知するということなんですけど、それはいつぐらいになり

そうですか。 
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○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） プッシュ型の通知は、先ほど申し上げたとおり１月の

上旬には行いたいと思っております。それ以外の１割の方につきましては、できる限り、

準備でき次第ということで、１月中に行いたいなと思っております。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 １割の方はできる限りで、ほかのプッシュ型の方は１月上旬という

ことなんですけども、いろいろ、これ、案内の封入だったりとか振込作業もあると思うん

ですけども、これ、全部、委託がないということは職員で対応するということですか。結

構時間がかかるような気がするんですけど、そのあたりはどう考えていますか。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） 今回、健康福祉部内での業務応援も含めて、職員で何

とか速やかにできるように準備を整えてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 これは、プッシュ型でお送りさせていただくのが、10月１日の時点で児

童手当の受給のところだと思うんですけども、まずそれでいいのかどうかお伺いします。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） 児童手当の９月分の支給対象の方が10月に支払いをさ

せていただいておりますので、その方が対象になります。９月分の児童手当受給の方につ

いてということになります。実際に支払いするのが10月支払いになっておりましたので、10

月支払いの方がプッシュ型で対象となっております。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 たしか児童手当が10日払いだったような気がするんですけど、10月10日

じゃなかったかな。何が聞きたいかというと、要はその受給の対象、いつの段階で受給の

対象だった人がプッシュ型の対象になるのかというのが知りたいので、そこをはっきりで

きればお願いしたいんですが。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） ９月分の児童手当の支給対象の方がまず第１でござい

ます。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかにございませんか。 
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 清水委員。 

○清水義昭委員 支給対象となる日にちというのはいつに決まるんですか。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） 基本的に児童手当は、申請いただいた翌月から支給対

象となります。ただ、出生の届出などで、例えば９月の終わりぐらいに出産された方、出

生されたお子さんにつきましては、少し、実際の申請が10月に入ってしまう方もあります

ので、そういった方は例外的に対象となっております。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 何が聞きたいかというと、要は支給漏れがないようにしないといかんと

思うんです。これ、多分日本全部でやると思うので、なので、豊明市で何月何日に支給対

象だったからそこはプッシュ型でお配りしますというふうだけど、別の市町村だと別の基

準日があってそれでお支払いしますとかで、実は漏れちゃう可能性がゼロではないので、

そこが確認したいんですが、その点、お願いします。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） プッシュ型の方に関しまして、児童手当は全国一律の

制度になっておりますので、そこが漏れてしまったり重なったりということはございませ

ん。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 ということは、聞こうと思っていたのは、本当は10月１日が受給の対象

になると思っていたので、聞き方としては、その後に引っ越されちゃった方へのプッシュ

通知というのは、例えば豊明市から市外に転出された方というのは、豊明市のほうが……。

いいのか。それは何も通知しないんでしたっけ。プッシュ型は何も通知しないんでしたね。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） プッシュ型の方につきましても通知はさせていただき

ます。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 清水委員。 

○清水義昭委員 ということは、転出されちゃった方についても豊明市のほうが通知をす

るということになりますか。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） 例えば、９月分の支給について、９月分の児童手当に
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ついて10月に支給されている方が、10月半ばぐらいに転出されたとしましても、豊明市の

ほうから通知させていただいて、プッシュ型で支給させていただきます。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 先ほどの通知の関係で、１割は申請が必要な方なんですけども、で

きるだけ早く送付ということなんですけども、どうだろう、例えば１月中ぐらいにはでき

るのかどうかということと、その方が申請書を書いて送ったら、送られてきてなるべく早

く、例えば１週間２週間とかで振込ができるのか、やっぱり結構時間がかかってしまうも

のなのか、どういうふうなのでしょうか。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） 振込に関しましては、出納のほうでの支払いの期限と

かもございますので、御申請いただいてすぐに振り込むということがタイミング的には難

しいところもあるかと思いますが、なるべく速やかにというふうには思っております。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 あと確認ですけども、対象者は、これ、所得制限はないということ

でよかったのかということと、生活保護の方もこれは対象ということで理解していいです

か。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） 委員のおっしゃるとおりです。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 生活保護の場合は、これは収入認定されない、減額調整とかはない

でよかったですか。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） 国のＱ＆Ａが来まして、収入認定されないということ

になりました。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかにございませんか。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 今回、これ、物価高の対策としての子育ての応援の手当なんですけ
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ども、物価高の対策というか問題に関してはやっぱり、市民全体の、そういった影響があ

る、関わる問題だと思うんですけども、今回この国の施策のみのこういった子育て世帯の

給付になっているんですけども、ほかの世帯だったりとか、市独自のそういう拡充だった

りとか、そういったことは考えなかったんですか。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 松村課長。 

○子育て支援課長（松村清子君） こちらの子育て応援手当でございますけれども、11月21

日の閣議決定で、その後ちょっとＱ＆Ａが、国の補正予算成立前から出されております。

そちらによりますと準備が整った自治体からできるだけ速やかに開始するということが想

定されておりましたので、こちらの手当については、本市として最短で支給できる方法を

検討しまして、今回の補正予算に計上させていただいております。その他の市独自の事業

につきましては別に検討中でございます。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかに。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 事前の説明の中で、その他の施策は１月の緊急議会と考えていると

いうことで聞いてはいるんですけども、やっぱりこういった物価高の対策というのは、子

育て世帯のみじゃなくて、やっぱり全世代のバランス、子育ての世帯もいるし、そうじゃ

ないところ、あるいはさらに困窮している世帯だったりとかあると思うんですけども、そ

ういう全体的なバランスに関しても考えていて今回の子育ての支給をしているというよう

な認識をしていいですか。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 小串副市長。 

○副市長（小串真美君） おっしゃるとおりです。 

 終わります。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 以上で質疑を終結し、討論に入ります。 

 討論のある方は挙手をお願いします。 

 林委員。 

○林 ゆきひろ委員 補正予算、賛成ですけども、全国一律の施策ということで、この補

正予算だけを見れば賛成なんですけども、やっぱり全体的なバランスをしっかり考えてい

ただきたいということと、他の、やっぱり、自治体でも、こういった12月議会の最終日に、

既に、同時に、自治体独自の物価高の対策を進めて出されているところもあるというふう
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に聞いています。なので、国の動向を見るというだけではなくて、やはり市として必要な

ところ、そして全体的なバランスも考えて、しっかり物価高の対策について考えていただ

きたいということを要望して賛成します。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 鵜飼委員。 

○鵜飼貞雄委員 議案第94号の本委員会所管部分に対して賛成の立場で討論します。 

 先ほども説明がありましたように、国のほうで確定したそのメニュー、それを早急に対

応したいということで今回の補正を打っていただいて、スピーディーに対応していただい

てありがとうございます。また、それ以外のメニューに関しては、確定次第いろいろと、

市のほうでもどういった方法でやるのかというのを検討していくであろうと思いますの

で、そちらのほうも入念にやっていただきたいということを申し添えて討論を終わります。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかにございませんか。 

 清水委員。 

○清水義昭委員 賛成です。先ほど答弁の中で職員さんがいろいろ封入するだとかいろん

なことをおっしゃっていたので、大変だと思いますけれども、抜けとか漏れとか、そうい

うのがないようにぜひお願いしたいので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 以上で討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第94号のうち、本委員会所管部分については、原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

（異議なしの声あり） 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） 御異議なしと認めます。よって、議案第94号のう

ち、本委員会所管部分については、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 以上で、本委員会に付託されました案件の審査は終了いたしました。 

 お諮りいたします。委員会報告書については私に一任願えますか。 

（異議なしの声あり） 

○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） ありがとうございます。 

 委員会報告書については、例に従い提出させていただきます。 

 慎重な御審査、御苦労さまでした。 
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○健康福祉委員長（岡島ゆみこ議員） これにて健康福祉委員会を閉会いたします。 

午後１時２５分閉会 
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